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【資料２－１】 

令和８年度広報紙等による情報発信事業業務委託仕様書 

 

Ⅰ 目的 

全戸配布広報紙（以下「広報紙」という。）で県の施策等を詳しく紹介するととも

に、ウェブサイト上の情報の閲覧を促進するため、ウェブ・ＳＮＳ広告（以下「ＳＮ

Ｓ広告等」という。）を活用した効果的な広報を実施するなど、それぞれの媒体特性

を生かし、これまで以上に県政への関心を高め、行動を促すことを意識した広報展開

を行う。 

 

Ⅱ 基本方針 

１ ユニバーサルデザインに配慮した文字サイズ、書体、配色とすること。 

２ ＳＮＳ広告等の実施に当たっては、ウェブ上の情報閲覧へ誘導する。特にインタ

ーネット利用者の興味を惹く広告媒体・配信方法を用いること。 

 

Ⅲ 委託業務の内容 

１ 広報紙について 

（１）企画制作業務（県が提示するテーマに基づく企画・構成、取材、写真撮影、原

稿作成、編集、校正等） 

（２）別途指定する印刷業務の受託者への制作データ（ＡＩ形式、ＩＮＤＤ形式又は

ＰＤＦ形式）の引渡し及び県への制作データ（ＰＤＦ形式）の引渡し業務 

（３）その他広報紙の企画制作について協議の上、定めた業務 

 

２ ＳＮＳ広告等について 

（１）広告素材の作成及び広告の実施 

（２）広告の効果測定 

（３）その他、ＳＮＳ広告等について協議の上、定めた業務 

 

Ⅳ 広報紙概要 

１ 規格 

（１）判型：Ａ４縦判 左綴じ 

（２）ページ数：８ページ 

※１２、１６ページで発行する場合がある。増ページの経費は、１ページ当た

りの単価を基に算出し、別途契約する。 

※広報紙企画制作に要する費用は、５，２７６千円（税込）程度とする。 

（３）刷色：フルカラー 

（４）紙質：マットコート紙（四六判換算で５５㎏以上）（予定） 

（５）製本：丁合 

（６）印刷：オフセット 

（７）印刷部数：１回当たり４０７，０００部程度 

（８）発行回数：年５回 

（９）発行日：５月１日、８月１日、１０月１日、１月１日、３月１日 
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（１０）広告枠：年間３０枠（６枠×５回） 

 ※ 印刷に関する業務（（４）～（７）に係る業務）については、印刷業務の受

託者が、広告枠に関わる業務（（１０））については、広告募集の受託者が別

途行う。 

 
２ 構成 

（１）表紙（１ページ） 

広報紙のタイトル（秋田県広報紙※）、発行を示す号数、発行年月日、特集記

事のタイトルを記載するとともに、写真やイラスト等によってデザインする。 

※広報紙のタイトルは、「秋田県広報紙」のみ記載し、「あきたびじょん」の名称

は用いないものとする。「秋田県広報紙」の文字について、フォント等はユニバー

サルデザインに配慮した文字サイズ、書体、配色とすること。 

 （２）県政特集（４ページ）２テーマ×各２ページを基本とする。テーマは、県の主 

要施策・事業等の中から、県が選定する。 

（３）情報のひろば（２ページ） 

県が実施する行事や制度改正の各種お知らせ等、県民の生活に身近な情報や、

県政テレビ広報番組、県公式ウェブサイト、県公式ＳＮＳ等の案内を記載する。

各号１２～１４テーマを掲載し、原稿は県が提供する。 

 （４）裏表紙（１ページ） 

知事コラム（原則として６００字程度）、小特集、編集・発行元の連絡先、秋

田県の人口、世帯数等のデータ、広報紙の発行案内等を記載する。また、小特集

以外の原稿は県が提供する。 

 （５）広告掲載枠と規格 

広告掲載枠数は、年間５回の発行で３０枠分（１回当たり原則として６枠）と

する。 

広告枠の規格は、１枠を縦６０㎜×横１８０㎜（１枠を分割する場合は、縦６

０㎜×横８８．５㎜）又は１枠を縦１２０㎜×横９０㎜（２枠を結合する場合は 

縦１２０㎜×１８３㎜）とする。 
 

 

Ⅴ ＳＮＳ広告等概要 

１ 広告内容 

  広報紙で紹介する施策等のうち、県が指定するテーマを端的に分かりやすく紹介

するものとし、県内の若・中年層の興味を引くデザインにより、ウェブサイト上の

情報閲覧や行動の喚起へ誘導するもの。 

２ 使用する媒体 

Facebook,Instagram,LINE,Google,Yahoo のいずれか又は複数を使用し、テーマに

より変更してもかまわない。その他、効果的な広告媒体があれば、提案すること。 

なお、ＳＮＳ広告の実施に当たっては、各媒体における県公式アカウントと連携

させること。 

３ バナー素材の作成 

広報紙で利用した写真やイラストを積極的に活用し、使用する媒体に適切なバナ

ー素材を作成すること。また、広告の運用状況等に応じ、適宜バナーの見直しを行

うこと。 
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４ 広告のターゲット 
原則、県内在住者とするが、テーマにより絞り込む場合がある。 

５ 広告の誘導先 
県公式ウェブサイトに掲載している広報紙のテキストページ又は県が指定する

ウェブページ等のコンテンツとする。 

６ 出稿回数・配信方法 

年１５回以上（同一テーマについて複数媒体に出稿する場合は、１つの媒体につ

き１回と数える。）とし、配信方法は効果的と思われるものを提案すること。 

７ 目標設定 

   広告の表示回数の目標値は、年間６００万回以上とする。その他、活用する媒体

ごとにインプレッション数、クリック数等の目標値を提案すること。 

８ 効果測定 

インプレッション数やクリック数、リーチ数、閲覧者の年齢、性別等の情報を集

計・分析したレポートを、媒体・出稿ごとに県に提出すること。また、運用方法等

に課題があると判断した場合は、改善策を提案し、県と協議の上、実施すること。 

 

Ⅵ 成果品 

１ 広報紙 

発行ごとの制作終了後、掲載した写真データ（ＪＰＥＧ形式）（県保管用）一式と

制作データ（ＰＤＦ形式）（文字情報をコピーできる状態のＰＤＦ）一式 

２ ＳＮＳ広告等 

広告配信終了ごとに、作成したバナー素材と効果測定レポート一式（Ⅴの８に記

載する提出レポート）、すべての広告の配信終了後、総合的な評価を盛り込んだ効果

測定レポート一部 

 

Ⅶ 契約に関する条件等 

１ 再委託等について 

（１）業務は、受託者自らが実施することを原則とするが、やむを得ない場合は再

委託を認めることとする。ただし、その場合、受託者は予め、再委託する業務

内容、再委託先、再委託金額、再委託する理由を明確にし、県の承諾を得なけ

ればならない。 

（２）受託者は、（１）により、再委託する場合には秋田県内に主たる営業所を有す

るものの中から再委託先の相手方を選定するよう努めること。 

２ 業務の履行に関する措置 

（１）県は、本業務（再委託した場合を含む。）の履行について、著しく不適当と認

められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面を求め、必要な措置

をとるべきことを要求する場合がある。 

（２）受託者は、（１）の要求があったときは、当該要求に係る事項について決定し、

その結果を要求のあった日から１０日以内に県に書面で提出するものとする。 

３ 権利の帰属等 

（１）著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）は、全て県

に帰属する。ただし、表紙に採用したイラストや写真等の素材（以下「表紙素

材」という。）については、県が表紙素材を表紙と別の体裁で使用する場合は、

県と受託者の協議の上、使用の可否等を定める。 
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（２）受託者は、県の承諾なしに本業務により制作された成果物及び資料を他に流

用してはならない。 

（３）受託者は、著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しな

いものとする。 

（４）委託業務により制作された成果物に関し、商標登録又は意匠登録を必要とす

るときは、県が出願人となって費用を負担し、登録手続を行う。 

４ 機密の保持 

受託者は、本業務（再委託した場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報と

して扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいについて善良な管理者の注意をも

ってその情報を管理・保持しなければならない。契約終了後も同様とする。 

５ 関係法令の遵守 

受託者は、本業務（再委託した場合を含む。）を履行する上で、他者の著作物、肖

像、個人情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。万一問題が発生した

場合は、受託者が責任を持って対応すること。 

 

Ⅷ その他 

１ 企画提案書等に記載された事項は、本業務の契約時の仕様書として扱うものとす

る。ただし、本業務の目的を達成するためには修正する事項がある場合には、県と

受託者との協議により契約段階において項目を追加、変更又は削除を行うことがで

きるものとする。 

２ 本業務が完了するまでの間、その進捗状況の報告、問題点の協議・解決、本業務

の履行等のために必要な事項は、必要の都度、県と受託者が協議して定める。 

３ 取材（写真の撮影を含む。）については、原則として受託者が行う。なお、取材に

関する経費（取材協力者への謝金、会場使用料等）は、受託者が負担するものとす

る。 

  ４ 本業務の履行のため、県が所持している写真、資料等は必要に応じて提供する。

ただし、本業務以外の目的に使用又は第三者に提供してはならない。 

５ 仕様書に定めのないことその他詳細については、県と受託者が協議して定める。 

６ 業務の概要は現時点での予定であり、県と受託者の協議の上、変更することがあ

る。 

 

Ⅸ 標準業務工程 

  【資料２－２】参照 

 

 

 


